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室
轡

の
酒
宴
糞

毒

湾

の

酒

専

裏

第
四
十
二
番

二
七
六

第
]
非

二
七
｣ハ

汐

見

三

郎

古市
叫
h

巴
耗
琴
由
山

荘
ヨ】オ
ー守
叩

.h

中
止

8Ar)
i
一l.
lP)識
招
r虫
榊

.P
月
止
丁
月

召
t

]Pl

基
轡
粗
督
府
特
別
合
計
は
朝
鮮
組
督
府
特
別
骨
計
'
樺
太
魔
特
別
合
計
'
関
東
局
特
別
合
計
､
南
洋
廉
特
別
合

計
と
な
ら
ん
で
外
地
特
別
合
計
を
形
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
､
次
の
二
つ
の
瓢
に
於
て
他
の
外
地
特
別
合
計
と

異
り

叉

一
般
合
計
と
も
異
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
0

第

一
に
墓
碑
紙
背
Lt
特
別
合
計
は
歳
入
臨
時
部
に
於
て
補
充
金
と
公
債
金
と
を
映
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
朝
鮮

総
督
府
特
別
食
計
が

1
枚
骨
計
よ
り
相
雷
の
補
充
金
を
受
け
て
ゐ
る
に
反
し

(昭
和
十
年
度
複
算
に
於

て
拓
移
省
の
歳
出
臨

時
部
よ
-
朝
鮮
線
督
肝
特
別
骨
計
は
千
二
百
八
十
二
親
五
千
回
の
経
費
補
充
金
を
苧
-)
､
茎
傍
線
督
府

特
別
督
計
は
明
治
三
十
七
年

よ
り
仝
-
補
充
金
を
受
取
っ
て
ゐ
･.け
い
の
で
あ
る
｡
又
昭
和
十
年
皮
線
算
に
於
け
る
歳
入
公
債
は

一
般
骨
常
に
つ

い
て
七
億
七
千
百
六
十
五
蔚
図
に
上
り
朝
鮮
事
業
公
債
に
つ
い
て
二
千
四
百
常
軌
と
LJ,つ
て
ゐ
る
に
反
し
､
墨
幣

紙
督
府
特
別
食
計
は
借
金
触
t

の
換
算
を
組
ん
で
ゐ
る
っ
軍
備
費
を
負
轄
し
な
い
と
云
ひ
な
が
ら

-
そ
れ
は
各

外
地
特
別
合
計
に
共
通
し
た
事
賓
で
あ
る

1

1
枚
合
計
か
ら
補
充
金
を
受
け
や
借
金
無
し
の
換
算
を
編
境
し
て



ゐ
る
と
云
ふ
事
は
､
基
層
の
財
政
が
相
雷
に
｢
豊
富
な
る
財
政
｣
で
あ
る
撃

で
物
語
っ
て
ゐ
る
｡

新
二
に
蔓
潜
総
督
府
特
別
食
計
の
歳
入
経
常
部
に
放
て
専
責
収
入
が
断
然
り亡
び
え
で
ゐ
る
事
雪
の
げ
ね
は
な
ら

ぬ
.
歳
入
鮭
骨
部
に
つ
い
て
見
る
に
'

7
枚
合
計
及
び
多
-
の
外
地
特
別
合
計
に
於
で
は
租
税
収
入
が
重
要
部
分

を

占

め

て

ゐ

る

に
勤

し

(昭
和
十
年
度
換
算
に
つ
き
租
税
収
入
が
歳
入
埋
常
部
に
占
む
る
制
令
を
見
る
に
'
一
般
曾
計
に
於
て
は
六
割
二
分

.

朝
鮮
組
督
府
特
別
骨
計
に
於
で
は
二
割
二
分
'
樺
太
廉
特
別
食
計
に
於
て
六
分
'

関
東
局
特
別
骨
計
に
於
て
二
面

三
分
'
南
洋
磨
特
別
合
計
に
於
て

六
割
四
分
萱

ホ
寸
)
'

毒
滞
紙
背
府
特
別
合
計
に
於
で
は
租
税
収
入
は

一
割
六
分
に
止
ま
-
官
業
及
官
有
財
産
収
入
が

七
割
七
分
を
占
め
て
TQ
る
'
而
し
て
官
業
及
官
有
財
産
収
入
の
過
牛
は
華
只
収
入
に
属
し
其
の
璽
買
収
入
の
三
割

七
分
は
酒
牧
人
が
長
め
て
み
る
TJ

董
潜
総
督
府
特
別
食
部
か
｢
豊
富
な
る
財
政
｣
で
あ

る
は
己
に
･;I-1併
せ
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
や

わ
か
ら
芝
を
晒
し
'

苗
に
は
寧
ら
第
二
の
特
色
た
る
尊
費
収
入
中
心
の
財
政
た
る
事
特
に
酒
軍
資
牧
人
中
心
の
財
政
た
る
草
を
研
究
し

て
見
た
い
の
で
あ
る
O
偶
々
我
が

7
般
合
計
は
赤
字
に
悩
み
赤
字
克
服
の
危
め
に
百
方
そ
の
財
源
を
求
め
酒
尊
頁

が
其
の
有
力
な
る
財
源
の

1
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
0
萄
-
も
我
閥
に
於
て
酒
尊
頁
を
論
す
る
以
上
は
､
毒
潜
の
酒

尊
責
の
創
業
と
共
の
現
状
と
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
O

草

一

酒
類
専
章
の
創
業

毒
酒
の
酒
雪
男
は
二
つ
の
階
梯
を

へ
で
饗
蓮
し
た
-
の
で
あ
る
っ
第

一
は
大
正
十

一
年
五
月
五
日
律
令
第
三
故

董

滑

の
酒
書

賀

第
四
十
二
巷

二
七
七

第

1
舵

二
七
七

I) 北山富久二郎助教授､｢空かなさ漆.津掛;二･財政J(垂北帝国大草文政畢部､政孝粁
研究年報第-棉)

2) 納戸正雄博士､増税及整枕論



墓

碑

の
酒
寺
宝

第
四
十
二
審

二
七
八

第

一
波

二
七
八

の
茎
潜
酒
類
璽
買
令
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
'
第
二
は
昭
和
八
年
律
令
第

l
故
の
毒
薦
酒
類
葦
買
令
附
則
に
よ
る

も
の
で
あ
る
｡
大
正
十

1
年
の
酒
類
室
異
は
旗
-
酒
精
及
酒
精
含
有
欧
牲
並
に
白
糊
p
紅
粕
'
酒
母
'
略
の
姦
智

比
内
の
製
造
及
販
費
に
わ
た
っ
て
ゐ
た
が
'
そ
れ
に
は
三
つ
の
例
外
が
あ
っ
た
o

過
渡
的
の
例
外
た
る

｢
重
賞
調

度
賓
施
前
よ
-
持
越
し
た
る
酒
類
｣
の
外
に
｢
酒
精
｣
と
｢
審
酒
｣
と
が
其
の
例
外
と
な
っ
て
わ
ん｣
の
で

あ
る
.
郎

･rr
+/,正
十

一
年

に
祁
t
Lは
.
｢
酒
粕
｣

に
っ
い
て
は

製
粒
放
出
列
胆
嚢
は
民
仙軍
皆
誠
や
島
内
堅
炭
G
み
春
賀
.曾
行

ひ

'
｢奔

酒
｣

に

つ

い
て

は

製
造
販
頁
と
も
に
脊
索
の
範
囲
外
に
置
い
た
の
で
あ
る
｡
昭
和
八
年
七
月
に
葦
-

｢卦

酒
｣
の
製
造
は
従
来
通
-
民
皆
を
認
め
販
責
の
み
･璽
男
と
し
に
｡
要
す
る
に
'
蔓
漕
酒
室
異
の
現
状
は
t

l
般
酒

瓶
に
つ
い
て
は
製
造
及
娠
費
の
両
方
面
に
わ
た
-
完
全
諜
責
を
行
ひ
'
酒
精
に
つ
い
て
は
島
内
販
責
の
心室
累
と
云

ふ
不
完
全
尊
頁
を
行
ひ
変
酒
に
つ
い
て
は
販
責
の
山里
男
と
云
ふ
不
完
全
埜
貝
を
行
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

l
大
正
十

7
年
の
酒
類
室
男
の
創
業
に
つ
い
て
は
'
常
時
の
関
係
者
杉
本
良
民
の

｢
寒
頁
制
度
前
の
轟
潤
の

酒
｣
が
最
も
詳
細
に
物
語
っ
て
ゐ
る
｡
本
研
究
に
於
で
は
､
輩
異
の
封
象
た
る
酒
類
の
範
囲
を
如
何
に
定
め
て
ゐ

る
か
と
云
ふ
事
と
室
員
創
業
費
の
重
要
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
禁
業
交
付
金
と
徴
収
交
付
金
と
如
何
に
し
て
算
出
L

Ll
か
と
云
ふ
事
を
明
か
に
L
t
以
て
我
国
の
酒
客
襲
論
に
封
す
る
参
考
に
供
し
Ll
い
の
で
あ
る
.

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

現
今
婁

湾

に
放

て
酒

瓶

と
云
ふ
の
は
醸
造
酒
(清
酒
'
変
酒
､
葡
萄
酒
'
紹
興
酒
'
濁
酒
の
類
)
と
蒸
鰭
酒

(酒

精
'
焼
酎
'
米
酒
'
糖
蜜
酒
の
類
)
と
再
製
酒
(醸
造
酒
又
は
蒸
鰭
酒
に
加
工
し
た
る
も
の
に
し
て
紅
酒
'
薬
酒
､

白
酒
'
昧
淋
の
類
)
と
の
磨
き
範
囲
に
わ
L
i
る
の
で
あ
る
O
大
正
十

一
年
に
於
て
は
醸
造
酒
の
中
の
審
酒
と
蒸
健

一
I

lt



酒
の
中
の
酒
精
と
を
除
き
(酒
精
に
つ
い
て
は
島
内
販
頁
の
み
神聖
買
)
､
其
他
凡
て
の
酒
類
に
つ
き
寮
費
を
行
っ
た

の
で
あ
-
'
両
も
常
時
に
於
で
は
酒
精
と
穿
酒
と
の
島
内
消
費
は
極
め
て
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
'
茎
僧

の
酒
類
聾
異
な
る
も
の
は
出
費
瓢
に
於
て
殆
ん
ど
全
部
の
酒
類
に
牢

ん
で
ゐ
仁
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡

次
に
毒
轡
の
酒
類
室
異
は
'
島
内
販
頁
の
要
員
た
る
酒
精
を
除
N
J
､
製
造
及
び
販
責
の
全
部
に
わ
た
れ
る
完
全

聾
異
で
あ
る
.
然
る
に
常
時
の
萎
湾
に
は
酒
類
製
造
業
者
が
二
宮
四
十
玉
名
あ
-
､
酒
類
賑
責
業
者
が

二
偶
人
近

-
存
し
て
ゐ
Ll
か
ら
'
此
等
の
商
工
業
者
を
共
催
尊
頁
事
業
に
吸
収
す
る
か
又
は
此
等
の
商
工
業
者
の
営
業
を
取

上
げ
て
共
の
代
償

と
し
て
交
付
金
を
輿

へ
る
か
の
何
れ
か
の
方
策
を
探
ら
ね
ば
写
ら
な
か
っ
た
｡
蒜
に
原
則
と
し

て
'
墜
規
瑠
璃
は
之
を
漕
櫛
再
捌
<
腰
び
消
難
小
輩
八
に
指
定
す
る
事
に
止
っ
て
l華
周
鮮
兼
に
吸
収
入
L
t
裂
潰

0
0
O
O
o

O
C)
O
C)
o

業
者
よ
-
は
督
巽
及
び
資
本
を
取
上
げ
其
の
代
償
と
し
て
禁

業

交

付
金

と
徴

収

補

償

金

と
を
輿

へ
る
皐
と
L
L
l
の

で
あ
る
O
以
下
'
徴
収
補
償
金
と
禁
業
交
付
金
と
を

1
瞥
し
た
い
｡

酒
類
の
製
造
璽
男
を
行
ふ
に
昏
-
秦
-
新
規
の
設
備
を
施
す
方
旗
も
あ
る
が
'
従
家
の
民
間
設
備
を
流
用
す
る

事
も
考

へ
ら
れ
る
.
又
民
間
に
於
で
は
酒
類
醸
造
を
禁
止
せ
ら
れ
た
結
果
と
し
て
酒
梅
製
造
に
使
用
し
に
器
具
機

械
の
虞
分
を
講
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
'
此
等
器
具
機
械
の

l
部
は
他
の
事
業
に
輯
用
出
凍
る
か
も
知
れ
な
い
が
流
用
の

き
か
t･.
い
も
の
も
あ
る
｡
苗
に
｢
酒
類
製
造
用
の
土
地
建
物
｣
に
し
て
政
府
の
必
要
と
怒
ひ
る
も
の
は
之
を
徴
牧
す

る
と
共
に
'
｢
酒
類
､
白
粗
'
紅
榊
'
酒
母
又
は
鯵
製
造
用
の
腐
具
機
械
｣
の
中
で
直
接
政
府
の
作
業
に
必
要
な
る

も
の
及
業
者
に
於
で
禁
業
後
他
に
特
用
の
遼
な
き
も
の

(
i
.
直
接
製
造
に
要
す
る
器
具
機
械
､
二
.
貯
兼
用
器

葦
滑

の
酒
要
責

第
四
十
二
潜

二
七
九

第

1
鋸

二
七
九



董
滑
の
酒
害
萱

第
凹
十
二
審

二
八
〇

第

T
波

二
八
〇

〇
〇

〇

〇

〇

具
'
三
'
試
廟
用
器
具
機
械
､
四
'
包
装
用
器
具
機
械
)
を
徴
収
し
'

此
等
に
封
し
徴

収

補

償

金

を
支
給
し
た
の

で
あ
る
｡
徴
収
補
償
金
に
つ
い
て
は
蔓
樽
酒
類
書
貴
命
第
二
十
七
使
'
第
二
十
八
使
'
第
三
十
三
保
'
第
三
十
四

候
が
之
を
規
定
し
て
ゐ
る
が
'
第
二
十
八
使
及
び
第
三
十
三
保
第
二
項
は
次
の
内
容
を
有
し
て
ゐ
る
｡

第
二
十
八
傾

前
燦
の
規
定
に
俵

-
徴
収

し
又
は
使
用

す
る
物
件
に
粥
し
て
は
補
償
金
又
は
促
用
利
生
失
付
す

小川
tJ･in
.JiiS丸
Jノト批
引
･JT
rT
軒別
,T･,:川
義
rFお
ハh
ノ.ITJ
.:IJごj
L.1

人弘
〟蔽
刑
-
.㌻
tiTL
L′三
･U
,;
軒
仇,r
J八

′止しコ･Ttjト
)戦
L･iL
女
粁
ク
こ
と
九
へ
=･1.L甘I

鉱
ハ八
八
に
楓
す
る
規
光
は
基
幣
紙
督
府
之

h
L鮎
む

第
三
十
u
l傑
第
二
現

第
二
十
八
偵
の
補
償
金
は
大
正
十

l
年
七
月

山
目
前

i
年
間
に
於
げ
ろ
平
均
相
勝
に
依

-
五
十
石
年
内
に
償
還
す
べ
き
五

分
利
附
閲
倍
発
券
を
以
て
之
を
交
付
す

但
し
五
十
圃
未
満
の
端
数
は
現
金
を
以
て
之
を
交
付
す

徴
収
補
償
金
は
大
正
十

1
年
七
月

一
日
前

一
年
間
の
平
均
相
場
で
支
給
す
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
'
国
債
苦

弁
の
分
は
鶴
面
百
姐
に
付
八
十
二
回
十
二
銀
と
計
算
せ
ら
れ
て
ゐ
る
C
徴
収
補
償
金
を
受
-
べ
き
物
件
'
徴
収
補

償
金
を
受
-
べ
き
業
者
'
補
償
僧
格
'
支
給
内
詩
聖

不
せ
ば
'
次
の
如
-
で
あ
る
｡

令計 許 建 土

具

句意

械

一■一一■■､-紅 白 酒

計 墨 筆 警
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- 固
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器
具
機
械
が
百
十
九
苗
圃
に
上
-
建
物
五
十
九
前
回
が
之
に
次
ぎ
土
地
十
六
蘭
掛
が
最
も
少
し

結
局
百
九
十

三
南
国t
と
云
ふ
徴
収
祁
借
金
額
を
支
出
し
た
辞
で
あ
る
0
但
し
支
給
の
内
滞
空
不
せ
ば
'
図
倍
証
券
の
観
両
軸
は

二
百
三
十
四
南
国
に
上
-
現
金
は
七
千
回
で
あ
る
.
酒
の
製
造
仰望
男
を
行
ふ
以
上
は
既
存
の
製
造
業
者
の
徴
収
神

佑
金
を
支
梯
ふ
必
要
が
あ
る
0

酒
類
の
製
造
室
異
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
'
従
魂
の
酒
類
製
造
業
者
は

全
然
督
巽
を
禁
止
せ
ら
れ
る
事
と
tJD

-
､
又
酒
類
製
造
の
用
に
供
す
る
鳥
め
に
白
糊
'
紅
柵
'
酒
母
及
略
の
製
造
す
る
も
の
も
自
ら
製
造
を
中
止
す
る

の
止
む
L･B
き
に
至
っ
た
0
品
に
大
正
十
年
七
月

山
日
以
前
よ
-
垂
醤
酒
類
聾
累
令
公
布
の
日
冬
で
督
業
を
艇
醸
し

ij
る
｢
酒
概
*
'潰
瀞
｣
と
｢
酒
粕
架
造
者
に
非
ざ
る
白
銅
'
紅
粕
'
酒
僧
又
は
修
の
製
fLEJ
者
に
し
て
大
正
十

一
年
七

u
u
C
C
C

･L

ノ
.､▲､･lu
二
･
.｢

L.･t
,
r
Jゝ
1
ノ
1こ
巴.V
)
ヒ
Jl白
グ
]耐工
式
㌻
,⊃
-持
し
]
ノ

月
十
口
,A,!jLl1.に
共
の
製
造
を
厳
止
づ
プル
茸
｣

と
卜
北諜
-
努

発

芽

小

感

を
TLq.瀦
1
タ
男
U
fr.
那
メ
-那
;a
L
′
.｣=
-
1

仁
の
で
あ
る
O
禁
業
交
付
金
に
つ
い
て
は
壷
醤

酒
瓶
心壁
買
令
第
二
十
八
修
よ
-
琴

二
十
四
喋
に
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ

る
が
'
第
二
十
九
憶
と
第
三
十
憶
と
第
三
十
三
憶
等

一
項
と
空

不
せ
ば
次
の
如
-
で
あ
る
O

第
二
十
九
煤

政
府
は
酒
類
製
造
者
に
射
し
其
の
請
求
に
俵
-
滴
轍
の
襲
渡
代
金
の
二
割
九
分
に
相
常
す
る
金
観
を
交
付
し
其
の
命
甑
五
甘
園
に

満
L1
ざ
る
と
き
は
五
官
園
を
究
付
す

酒
類
製
造
用
の
建
物
を
所
有
す
る
酒
類
製
造
者
に
し
て
第
二
十
七
保
の
規
L.定
に
供

-
其
の
建
物
の
全
部
の
徴
収
を
受
け
ざ
る
も
の
に
封
し
て
は

前
額
の
交
付
金
の
外
其
の
五
分
の
l
に
相
常
す
る
金
瓶
皇
米
付
す

酒
構
製
造
者
に
し
て
大
正
十

一
年
七
月

一
日
酒
預
貸
捌
人
に
指
定
せ
ら
れ
L
lる

-
い
に
封
し
て
は
嗣
二
項
S
規
定
に
供
-
交
付
す
べ
き
金
親
よ

り
其
の
四
分
の
三
に
相
常
す
る
金
額
を
控
除
し
た
る
金
額
を
控
除
す

滞
三
十
保

前
候
の
責
渡
代
金
は
大
正
八
年
七
月

一
日
よ
-
大
正
十
年
六
月
三
十
H
に
至
る
二
年
間
の
襲
渡
代
金
の
二
分
の

1
に
相
常
す
る
金
触

室

滑

LS
酒
害

萱

第
凶
十
二
容

二
八

一

第

1
就

二
八

1



毒
酒

の
酒
専
賀

第
凹
十
二
審

二
八
二

第

一
班

二
八
二

に
依
る

但
し
大
正
八
年
七
月
二
日
以
後
製
造
を
開
始
し
た
る
場
令
に
於
て
ほ
製
造
開
始
の
翌
月
よ
り
大
正
十
年
十

1
月
二
丁十
日
に
至
る
期
間

の
賛
渡
代
金
の
平
均
月
額
の
十
二
倍
に
相
富
す
る
金
額
に
依
る

前
項
の
襲
渡
代
金
は
硬
貨
だ
b-
と
詔
か
Jる
帳
濁
音
鯨
に
供
-
政
府
之
を
決
定
す

軍

二
十
三
傑

第
二
十
九
候
の
交
付
金
は
額
面
金
額
に
依
り
五
十
五
年
内
に
償
還
す
べ
き
瓦
分
利
附
図
億
琵
券
を
以
て
之
を
交
付
す

但
し
五
十

圃
未
満
の
端
数
は
現
金
を
以
て
之
を
奨
付
す

無
謀
焚
付
金
の
罪
出
方
鶴
は
筋
二

十
九
憶
に
定
拘
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
之
を
表
示
す
れ
ば
次
の
如
-
ド

Rよ
る
｡

甲

責
捌

人
に
指
定
せ
ら
れ

ざ
る
者

T7 Jl

乙

東
側
人
に
指
定
せ
ら
れ
L
'る
場
合

建
物
全
部
の
徴
収
を
受
け
た
る
場
谷

一
年
頁
綬
代
金
の
二
割
五
分

建
物
各
部
の
徴
些
S
)受
け
ざ
る
場
今

年
黄
綬
代
金
G
l
l割
五
分

と
共
の
五
分
の

一
と
の
和

イ

建
物
全
部
の
徴
収
を
受
け
た
る
場
合

頁
綬
代
金
の
二
割
五
分

の
四
分
の

一

口

建
物
基
部
の
徴
収
を
受
け
ざ
る
場
令

重

責
渡
代
金
の
二
割
五

分
と
其
の
五
分
の

一
と
の
和
の
四
分
の
一

禁
業
交
付
金
な
る
も
の
は
酒
類
製
造
を
禁
止
せ
ら
れ
る
者
に
劃
し
輯
某
の
費
と
し
て
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
'
責
捌
人
に
指
定
せ
ら
れ
た
る
者
は
然
ら
ざ
る
者
よ
り
少
-
支
給
せ
ら
れ
る
事
と
tIb
つ
て
ゐ
る

又
建
物
全
部

の
徴
収
を
受
け
ざ

る
者
は
建
物
の
車
用
に
困
難
を
威
す
る
が
故
に
､
建
物
全
部
の
徴
収
を
受
け
た
る
者
よ
-
飴
計

3) 形水貫､寄襲制度前の萎麿の酒

■
I

一t
モ

壬
1■
■
暮

■
I一■■
t
t
t



曹

l暮
_
耳

の
交
付
金
を
得
る
事
に
定
め
ら
れ
た
.
か
-
し
て
禁
業
交
付
金
を
受
け
に
ろ
人
員
と
交
付
金
額
と
支
給
内
評
と
を

示
せ
ば
､
次
の
数
字
を
得
る
の
で
あ
る
｡

交

付
金

徽
(

圃
)

1
'九
九
八

'

六

八

八

先
七
､
八
五

1

支

給

内

孫

(

固
)

規

債

謹

券

一
視

一
､九
九
三
'

九
〇

C

五
七
､
四
:r

TI
J

LO

､
;
.
.-

T
.-

.I
T
...
-

.

酒
粕
製
造
矩
者
は
二
宵
十
名
で

あ
っ
た

.A.贅
柏
t
i,き
常
十
名
&
J･除
r67-
H
打
甥
と
堤
-
.
臼
帥
紅
柚
灘
造
業
者
は

三
十
五
名
で
あ
っ
た
が
資
格
な
き
者
六
名
を
除
き
二
十
九
銘
ILJ
互
-
､
結
局
の
所
は
二
百
二
十
九
名
に
禁
業
交
付

金
を
支
給
す
る
事
と
な
っ
た
｡
禁
某
交
付
金
は
二
百
五
苗
圃
で
あ
る
か
ら
'
徴
収
補
償
金
石
九
十
三
嵩
同
を
之
に

加

へ
る
と
'
三
宮
九
十
九
南
風
と
云
ふ
数
字
を
得
る
の
で
あ
る
O

以
上
は
酒
類
製
造
の
方
面
で
あ
る
が
i
酒
類
販
責
の
方
面
で
は
酒
禦
異
捌
人
と
酒
轍
小
責
人
と
哲
指
定
し
之
に

草
ら
し
め
る
轟
LJ
L
だ
.
即
ち
酒
類
頁
捌
人
に
つ
い
て
は
､
酒
類
璽
望

月
施
後
に
於
て
其
の
茸
業
を
禁
止
せ
ら
れ

る
製
造
業
者
'
移
入
業
者
位
に
賑
責
業
者
の
主
な
る
者
を
他
の
者
に
優
先
し
て
之
に
指
定
し
た
の
で
あ
る
0
滴
額

小
頁
人
に
つ
い
て
は
'
制
度
賓
施
昔
時
の
既
存
小
責
人
を
之
に
指
定
し
た
の
で
あ
る
っ
従
っ
て
酒
類
販
頁
の
方
面

で
は
徴
収
補
償
金
の
問
題
も
禁
業
交
付
金
の
問
題
も
起
ら
な
い
の
で
あ
る
O

萎

滑

の
消
雪
襲

碍
pq
十
二
堰

二
八
三

第

一
班

二

八
三



義

輝

の
酒
寄

茸

第
四
十
二
容

二
八
凹

第

t
戟

二
八
凹

〓

大
正
十

1
年
に
酒
顛
尊
貴
が
創
め
ら
れ
し
営
帖
に
於
て
は
容
鯛
を
除
外
し
て
ゐ
仁
の
で
あ
る
O

蓋
し
常
時

は
穿
酒
は
未
だ
草
創
に
属
し
量
潜
島
内
の
製
品
に
封
し
て
は
造
石
扱
き
へ
謀
せ
ら
れ
や
金
-
試
凝
時
代
で
あ
っ
た

か
ら
製
造
を
も
販
賓
を
も
尊
責
の
範
囲
の
外
に
置
い
た
の
で
あ
る
0
共
後
十
絵
年
を
経
過
し
歩
酒
の
噂
好
も
啓
二
過

化
し
需
要
も
亦
増
加
し
た
か
ら
.
昭
和
八
年
七
月
よ
-
製
造
は
民
営
を
認
め
販
責
の
み
撃
貫
の
範
囲
に
加
へ
る
事

l
し

し

†

′

歩
哨
仇
草
月
に
郎
し
て
は
茎
幣
消
如
堅
炭
令
S
.j附
則
へ昭
和
.八
年
律
令
第

7
艶
)
が
之
を
旋
法
て
ゐ
る
∪
大
正
十

7
年
の
酒
類
革
具
が
製
造
及
び
販
頁
の
室
賀
だ
6-
L
に
反
し
､
変
酒
聾
異
は
販
貴
の
み
の
専
頁
な
る
が
故
に
'
酒

類
撃
異
の
時
に
製
造
業
者
に
興
へ
し
如
き
徴
収
補
償
金
又
は
禁
業
交
付
金
の
問
題
は
歩
酒
尊
貴
の
時
に
は
起
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
.
只
'
昭
和
八
年
七
月
に
容
酒
の
販
要
事
巽
が
貴
地
せ
ら
れ
し
際
に
自
ら
移
入
販
責
し
又
は
直

接
に
壷
滞
島
内
の
製
造
者
よ
皇

月
入
れ
販
裏
す
る
者
の
み
に
封
し
禁
業
交
付
金
を
支
給
し
､
其
他
の
販
黄
業
者
は

之
を
政
府
の
版
真
人
に
指
定
し
た
の
で
あ
る
0
禁
業
交
付
金
を
受
け
た
る
者
は

一
名
に
し
て
卒
均

一
箇
年
東
涯
金

額
の
二
割
と
し

て五
雷
六
千
百
九
十

一
回
を
現
金
を
以
て
交
付
せ
ら
れ
た
O

沓
摺
葦
賀
宴
比
に
常
h
エ
J
歩
酒
元
責
業
者
に
し
て
禁
業
交
付
金
を
受
け
ぎ
ス
壷

及
び
英
他
歩
酒
釦
頁
業
者
に
し

て
取
扱
数
量
多
額
に
上
る
者
は
'
酒
類
責
捌
人
の
匿
名
組
合

貝
に
指
定
せ
ら
れ
た
O
又
変
酒
聖
霊
見
地
に
曹
-
で

は
既
存
の
小
真
人
を
歩
酒
小
真
人
に
指
定
し
た
O

三
最
後
に
注
意
す
べ
き
は
､
壷
幣
の
酒
尊
貴
の
中
よ
-
酒
精
が
除
外
せ
ら
れ
て
ゐ
る
串
で
あ
る
.
毒
噂
の
酒



精
の
大
部
分
は
内
地
及
び
外
聞
に
移
輸
出
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
蔓
轡
島
内
に
於
て
使
用
せ
ら
れ
る
も
の
は
小

部
分
に
過
ぎ
t･4
い
'
故
に
酒
精
の
製
造
及
び
島
外
些
買
は
民
箪
曾
認
め
島
内
販
頁
の
み
室
員
と
し
た
O
か
-
て
酒

精
に
つ
い
て
は
大
正
十

l
年
以
凍
'
毒
漕
酒
精
令
に
よ
-
酒
精
枕
を
課
し
て
ゐ
る
O

第
三

酒
類
専
茸
の
現
況

毒
滞
紙
背
府
の
酒
類
室
賀
の
現
況
は
之
を
種
t,
の
方
面
よ
-
観
察
5.
凍
る
が
p
財
政
収
入
と
丑
造
及
び
販
責
の

状
況
と
憤
慨
と
の
三
方
向
よ
-
研
究
し
た
い
G

FC.Fi肇
の
肘
放
牧
八
に
於
で
璃
厩
醇
責
投
入
が
如
:E
tIt
る
地
位
を
占
い

る
か
を
群
発
廿
る
捻
力
..i
t
同

相
十

年
度
の
萎
幣
紙
督
府
特
別
食
計
の
経
常
歳
入
琢
算
を
探
っ
て
見
に
｡
研
究
の
目
的
上
.
葦
買
局
収
入
を
細
別

し
特

に
酒
類
の
室
買
収
入
は
更
に
詳
細
に
分
類
し
て
之
空
不
す
車
と
す
る
O
(里
佃
千
固
)
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酒
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酒
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酒
二
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酒
仙

蜜

米

萎
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焼
紅
室
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酒
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其

キ
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l

葡

萄
r(
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イ

ラ

干
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葡
味
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禰
ウ
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リ
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′
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-
-
し

製 造 酒
10_591

外国製品
2071

酒 2,919
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璽
滑
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第

一
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二
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'租 税 Lbl,0.(19

印紙収入 一l,･207

書

簡

の
酒
喜

茸

第
四
十
二
審

二
八
六

洋

一
戟

二
八
六

輔佐電信及電話収入
6,34!,

織 追 及 自動車収入
24,800

森 林 収 入 t9,,171

瞥 院 収 入 987

教 科 書 収 入 221

.畦葺こ衡 収 入 409

刑 堺 筋 収 入 410

官有地ノJ､作料 1,020

官有物貸下料 507

-∵
<

紺
搬
湖

艶
産
8

官
財

雑 収 入 1,407

計 107,661

歳

入

経

常

部

収
入
絶
細
に
つ
い
て
見
る
と
'
租
税
は
甘
業
及
官
有
財
産
収
入
よ
-
低
き
の
み
か
重
罪
収
入
よ
-
も
少
-
Lid.
ち

恰
も
酒
収
入
と

l
致
し
て
ゐ
る
有
様
で
あ
る
.
然
し
収
入
純
範
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
関
越
が
異
つ
で
-
る
.
租

税
徴
収
の
危
め
に
要
す
る
経
費
は
極
め
て
軽
微
な
る
に
拘
ら
ず
､
酒
華
買
収
入
に
要
す
る
経
費
は
相
常
の
額
に
上

っ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
.
然
ら
ば
納
室
田
収
入
の
純
劫
は
幾
許
に
上
る
か
と
云
ふ
に
'
飴
程
多
-
計
算
上
の
技
巧

を
加

へ
な
い
と
不
明
で
あ
る
O
内
地
の
華
買
局
は
特
別
合
計
を
形
作
り
な
が
ら
､
而
も
個
々
の
諜
寅
に
つ
い
て
原

偵
計
算
を
布
ふ
事
が
困
難
で
あ
る
0
況
ん
や
基
樫
の
華
買
局
は
歳
入
歳
出
と
も
に
嘉
閣
絶
督
府
特
別
合
計
の
中
に

混
入
し
て
ゐ
る
盛
砂
に
は
'
酒
尊
頁
が
果
し
て
幾
許
の
財
政
収
入
を
蘭
し
て
ゐ
る
か
分
ら
な
い
の
で
あ
一る
.

収
入
純
絹
を
知
る
病
め
に
は
酒
媒
頁
に
関
す
る
歳
出
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
0
滴
聾
貝
に
関
す
る
歳
入
歳

♯ 製造酒 と内地製品と外囲製品 と歩酒 と酒粕 とC)合計ミニ【]pT,I-;3tr),709鼠Tdころも過
年 度C)収入を加除 し17,240,'･)OuBlの数字LL_P得7:CL)でdっる()



出
が
臨
時
部
に
現
は
れ
て
ゐ
る
尋
も
有
-
得
る
が
､
原
則
論
と
し
て
は
澄
骨
部
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
.
即
ち
歳

入
経
常
部
の
晒
収
入
よ
-
差
し
引
-
べ
き
数
字
と
し
て
は
歳
出
鮭
骨
部
の
璽
貝
局
金
街
を
考

へ
る
必
要
が
あ
る
.

試
み
に
昭
和
十
年
度
の
毒
督
総
督
府
特
別
曾
計
の
歳
出
涙
骨
部
に
現
は
れ
た
る
輩
男
局
の
数
字
を

不
す
と
'
次
の

如
-
で
あ
る
0
(単
位
千
固
)

蝿 495

月監 3,603

片 167

草 1,301

俸 絵 548

孝 二防 州 L-,E呈望 247

作sy5,.7,,BJ'童

L芸…紫- - 3'.I";
～I良工 津 金 12

割 印喜輝 励 資 25

煉草敵培奨脚濃 134一･廿 -'ミ

共済組合給輿 盆 60

現 業 風 発 創 芸竺 4

勤 勉 手 甘 60

接 待 狩

酒 工 場 那 修 改 130

(良 風 1,318

梢 肥 96u

阿 片 143

雌 羊 47608

滴 6,087

事 柴 致
9,b46

奪責品izfJ僚友購買故13,127

専

萱

局

酒
の
純
収
入
を
計
算
す
る
鳥
め
聾
買
局
の
経
費
の
中
で
酒
の
粗
収
入
よ
-
常
然
控
除
す
べ
き
関
係
に
め
る
も
の

r[
r)
()

を
拾
っ
て
見
事
フ
O

事
業
費
に
つ
い
て
云

へ
ば
､
｢
作
場
費
の
中
の
酒
｣
と
｢
酒
工
場
補
償
費
｣
と
を
令
許
し
L
l
る
も

蕪
轡

い
酒
要
式

第
凹
十
二
怨

二
八
七

第

1
就

二
八
七



男
滑

G
消
寄
党

第
E
:
q
十
二
番

二
八
八

第

l
戟

二
八
八

〇
O
D

O

O

O
O

O

O

の
即
ち
三
､
五
二
七
､
四
七

〇
回
が
あ
る
｡

比
に
山里
買
費

補

償

及
購
買
費
六
､

〇
八
七
､
二
三
三
園
を
加

へ
る
J
J
.
酒

に
要
し
た
る
経
費
は
最
小
限
九
'
六

1
四
､
七

〇
三
園
と
ぢ
る
0
従
っ
て
酒
収
入

l
七
'
二
四
CJ､九
〇
六
園
よ
り
此

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

金
轡

蟹
控
険
し
に
る
数
字
七
'
六
二
六
､
二
〇
三
回
が
酒
の
純
収
入
の
最
高
隈
の
金
額
と
な
る
評
で
あ
る
.
こ
の
計

貨
方
法
は
硯
に
紹
骨
収
入
よ
･O
紹
備
債
を
差
引
い
た
に
止
ま
-
幾
多
の
歓
鮎
を
包
蔵
し
て
ゐ
る
O
史
に
俸
給
'
寄

手
pTTT雪
LBJ
､
生
き
｡TT711=
蔓
IJJ
j
虻
.
賢
臣
p
L
､琴
丘
Lj･
令
唾
LJE
F
児
程
1TT
輿
軌
控
F
軌
観
手
許
.
怯
桔
費
t山
九
三
T竹
.

T
ト
日

.
I
.II
･II

･′1

し.
I-
I
l
･Tt

-.･･

ー

/･.I;I..

､

｣
.I.I
､丁..
･･.,I:
..T

:
.
.,T
-･
･-'ほ?;.I

六

三

1

回

を
如

何
に
酒
の
旅

費
に

割

常

て
る

か
が
問
題

で

あ

っ
て

..
も
し
此

等
の
経
典

の

令
部

を

桝

に
負
は
す

と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

せ
ば
六
'六
八
七
､
五
七
二
例
が
潤
の
純
牧
人
の
最
低
限
と
な
る
.
か
-
て
鍾
b;:==
収
入
よ
-
経
常
費
を
差
引
い
た
-

の
を
以
て
尊
頁
差
益
と
云
ひ
得
べ
-
ん
ば
､
昭
和
十
年
度
に
於
け
る
酒
G
車
巽
差
益
は
六
宵
六
十
八
常
例
よ
り
七

百
六
十
二
寓
鳳
の
間
に
あ
-
と
云
ふ
番
が
出
凍
る
C
尊
門
家
の
間
に
｢
酒
の
尊
裏
差
益
は
六
七
百
南
風
な
り

｣
と
唱

へ
て
ゐ
る
の
は
恐
ら
-
此
種
の
計
算
方
法
を
探
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
JJ
思
は
れ
る
0

二

次
に
酒
類
の
製
造
及
び
販
頁
の
状
況
を
明
か
に
し
だ
い
の
で
あ
る
0

毒
轡
･.i?
内
の
酒
顛
消
費
高
は
昭
和
八
年
前
後
に
於
で
は
約
三
十
三
甫
靖
に
し
て
､
島
内
製
法
酒
の
二
十
七
苗
五

千
靖
に
封
し
移
輸
入
酒
は
五
箇
五
千
靖
と
な
っ
て
ゐ
る
｡
酒
類
別
に
内
詩
聖

ホ
す
と
攻
の
如
-
で
あ
る
｡

夢
酒
以
外
の
酒
粗
の
滑
津
蛍

二
十
八
満

祐

酒
鮪
滑
費
線
量

三
十
二
直

軸

警

酒

-

州
由

凱
削
移
入

二
醐
鵬
)

毒

酒

二
十莞

一
秋
紬
酒
十
霜

誉

府
警

-))

再
製
酒

E
:
q
鶴
籍

夢
酒
の
輪
董

毒

婦
(桃
内
誉

空

相

.諒

等

舶
)



醸
造
酒
及
び
歩
酒
は
竜
と
し
て
内
地
人
の
消
費
に
む
け
ら
れ
九
商
靖
に
上
っ
て
ゐ
る
が
'
島
内
製
品
は
三
甫
五

千
靖
で
あ
っ
て
内
地
よ
り
の
移
入
が
五
寓
五
千
靖
で
あ
る
ご
盗
館
酒
及
び
再
製
酒
(主
と
し
て
紅
酒
)
は
主
と
し
て

本
島
人
の
消
費
に
あ
て
ら
れ
消
費
量
二
十
四
寓
靖
に
上
っ
て
み
る
が
殆
ん
ど
全
部
が
政
府
の
製
造
に
か

りゝ
'
移

輸
入
品
は
僅
少
で
あ
る
.

(却
っ
て
昭
和
九
年
律
令
第

1
聾

虫
督
酒
類
出
港
祝
令
に
よ
り
'
本
島
品
老
紅
酒
'
揺

米
酒
､
薬
酒
等
の
内
地
移
出
の
道
を
開
い
て
ゐ
る
0)
毒
圏
に
於
で
消
費
せ
ら
れ
る
此
等
の
酒
類
が
基
層
に
於
で
如

何
に
製
造
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
先
づ
説
明
し
､
次
に
其
の
販
責
の
状
況
を
明
か
に
し
た
い
｡

酒
類
室

員
創
業
に
際
し
て
は
常
時
に
既
に
存
し
て
ゐ
た
二
十

一
工
場
を
徴
収
し
又
は
借
上
使
用
す
る
と
共
に
廉

い山
仁
印材
qLI
.hL
my
.
ノ
W
JC,
櫛
HL.党
H
･Llり
エー
吐
=-EIZL*
{l
L
n好
ク
.弗
祭
｣
ノ
.Itu
ル札
ノ
k
iaL1+ド

,⊃
･.
ij,
二
L
二
｢
山TjlL9
ク
.bb(ヒ

I/
,
.ま
ノJJ
J
.rT7T.二-I
--
､1

Whi
ノLT
l
.メ
し
三);
二｣
･-
ノJJ
,-(
r
Jも
Tf117称
q
･.I..IJカ
7.1P
..J
叫.巳
虎
h.r

lu
き
し.コ/
--
T
二
｢｣哉
h>J.BS=･｣

L
t
現
匠

は
客

ら
'
董
北
酒
工
場
(#
酒
､
糖
蜜
酒
'
泡
盛
､
紅
酒
'
薬
酒
へ
洋
酒
)'
宜
蘭
工
場
(米
酒
'
紅
酒
).
墓
中
工
象
(鰭

酒
'
米
酒
'
焼
酎
'
糖
蜜
酒
'
紅
酒
'
白
酒
'
高
･*
酒
'
煉
淋
)'
輔
里
工
場
(清
酒
､
米
酒
'
焼
酎
)'
董
南
工
場
(来
酒
糖
蜜
酒
､薬
酒
)､

講
義
工
場
(酒
精
､
糖
蜜
酒
'
嬬
米
酒
'
糞
酒
)､
犀
東
工
場
(米
酒
)'
樹
林
工
場
(米
酒
'
紅
轡

紅
酒
)､
花
遵
港
工
場

(清
酒
'

米
酒
､
糖
蜜
酒
'
焼
酎
､
紅
酒
)'
墨
東
工
場
束
酒
'
糖
蜜
酒
)
の
十
工
場
に
於
て
製
造
を
行
っ
て
ゐ
る
.
即
ち
称
工
場
は
原

則
と
し
て
蒸
僧
酒
と
再
製
酒
と
の
製
造
に
従
ひ
'
僅
か
に
毒
中
工
場
と
輔
旦
工
場
と
花
蓮
港
工
場
と
の
み
が
清
酒

の
製
造
を
も
行
っ
て
ゐ
る
O

酒
類
の
販
頁
は
､
政
府
よ
-
頁
捌
人
に
責
渡
し
責
捌
人
は
之
を
小
責
人
に
責
臆
し
､
小
責
人
は
之
を
消
費
者
に

0
0
0

責
渡
す
順
序
を
と
っ
て
ゐ
る
O
頁
捌
人
は
政
府
rL6-

買
受
け
pu
る
酒
類
を
所
属
小
責
人
に
配
給
す
る
も
の
で
あ

茎
滑
の
酒
専
萱

第
四
十
二
巷

二
八
九

第

1
碇

二
八
九



蔓
滑

の
酒
事
棄

第
四
十
二
番

二
九
〇

第

t
軟

二
九
〇

る
.
酒
類
聾
買
安
施
常
時
は
全
島
を
百
二
十
四
頁
捌
直
域
に
分
割
し
同
数
頁
捌
人
を
置
い
た
が
'

其
後
の
安
氏
に

進
呈
異
捌
区
域
を
八
十
九
位
と
し
同
数
の
頁
捌
人
を
指
定
し
三
十
六
名
の
囲
名
組
(
;:月
を
置
い
L1
.
昭
和
八
年
の

変
酒
尊
頁
の
際
に
史
に
琶
名
組
合
員
四
十
名
を
追
加
し
た
o
此
等
貿
捌
人
は
三
年
の
期
限
を
以
て
指
定
す
る
事
と

た
t
つ
て
ゐ
る
が
､
昭
和
九
年
七
月
の
更
新
の
際
に
は
八
十
九
名
の
頁
捌
人
と
九
十
九
名
の
匪
名
組
員
と
を
指
定
し

C
C
U

J

トb

T-
謹
告
.
小

輩

人

は
埜
男
捌
閲
域
の
輩
捌
八
に
研
臆
し
て
嚢
捌
人
間
棟
に
三
年
の
期
限
を
軌
で
指
定
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
｡
創
業
常
時
は
九
千
七
草

二
十

一
名
の
小
嚢
人
が
あ
つ
た
が
漸
次
其
の
数
を
減
じ
昭
和
八
年
七
月

山

口
現
在
で
は
七
千
官
八
十
六
名
と
な
り
歩
酒
の
み
の
小
乗
人
は

1
千
六
百
七
十
六
名
と
な
つ
LI
o

三

最
後
に
酒
債
の
問
題
に
う
つ
る
｡
蓋
し
酒
債
は
､
尊
貴
が
酒
宜
向
-
す
る
か
安
-
す
る
か
の
問
題
を
解
決

す
る
に
茸
更
な
る
が
故
で
あ
る
.
酒
債
は
'
確
頁
局
よ
-
酒
類
責
捌
人
に
薯
却
す
る
値
段
と
'
酒
瓶
頁
捌
人
よ
り

酒
瓶
小
責
人
に
卸
す
値
段
と
'

一
般
小
頁
侭
段
と
'
料
理
屋
倍
段
と
に
分
れ
る
の
で
あ
る
が
､

1
枚
小
責
値
段
を

中
心
と
し
て
他
の
酒
債
が
定
ま
る
も
の
で
あ
る
｡
帥
ち
酒
妬
頁
捌
人
と
鯛
類
小
頁
人
と
が
専
責
局
よ
り
受
取
る
手

数
料
は

一
般
小
頁
値
段
に
封
し
て

l
定
比
率
を
占
め
'
又
料
理
屋
値
段
は

l
般
小
頁
値
段
に
サ
ー
ビ
ス
料
其
他
を

加

へ
た
も
の
で
あ
る
.

〇

〇

〇

〇

〇

〇

毒
暫
総
督
府
室
買
局
は
酒
類
及
酒
精
定
偵
表
と
し
て

一
般

小

黄

値

段

を
発
表
し
て
ゐ
る
が
'
昭
和
十
年
七
月
の

分
の
l
部
を
掲
げ
'
史
に
其
の
1
部
分
に
つ
き
大
阪
市
内
に
於
け
る
小
勇
値
段
を
比
較
し
て
次
の
結
果
を
得
LJ
の

で
あ
る
｡
(
単
位
控
)

･･
/･～専



重 商 大 阪

盛 (二 立 喝 詰) 400 335 1p鹿 ( ク ) 400 350鶴 (-.八立墳詩) 240 175

翠 ( ク ) 240 -

局 ( ク ) 与 240 lf)0

勇 ( ク )雪 〔 ク )鹿 ( ク )鶴 ( ク ) 1 24(I240225, 225 175170 :170150

董 巨 日 用

∴ ､ ∴ 千十

重 工 三 畑
鶴 (六 扮 唾 詰) 55蘭 ( ク ) 60 bL575

ル ( 〟 ) 42 33

･ル ( ケ ) 42 33

･-)i, ( i' ) 42 3こう

ル ( ク ) 42 33

-)i/ ( ? ) 42 33

ル ( ク ) 42 32

本

船

斐

J芸

工

白

日

黒

白

若

月

宵

闇

菊

楓

;
.]

･
;

二

rc

<
史

尭

女
恥

揮

褒

褒

&
7

本

Tij

洋

二

自

賀

滞

日

泉

金
束

不

老 細 酒 食

五 加 皮 消 金

サ ッポロ_lP_

ェ･ ビ ス ヒ

キ 1) ソ ヒ

サ ツ ポ ー

ア サ ti･' ヒ ･-

.ユ ニi オ ン l:I

サ ク ラ ヒ ･-

タカサ ゴ/Lヒr

こ
の
定
僧
衣
に
よ
る
と
､
内
地
産
の
清
酒
及
び
穿
酒
は
毒
増
に
於
て
は
大
阪
市
内
よ
-
は
常
に
三
割
ば
か
-
高

い
横
で
あ
る
D
内
地
で
酒
税
及
び
穿
酒
税
を
負
塘
L
t
其
れ
に
運
賃
が
加
は
り
茎
潤
絶
督
府
聖
買
局
益
金
が
加
は

る
の
で
あ
る
か
ら
酒
債
が
高
廻
る
の
は
止
む
を
得
た
b
い
か
も
知
れ
な
い
が
'

1
万
に
は
帝
京
に
よ
-
競
零
が
排
除

せ
ら
れ
此
瓢
に
於
で
は
慣
格
が
低
下
す
る
と
云
ふ
事
も
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
更
に
詳
細
な
る
研
究
を
必
要

と
す
る
｡
毒
潤
春
賀
製
造
の
紅
酒
又
は
垂
酒
が
大
阪
市
に
於
て
高
-
な
っ
て
ゐ
る
の
は
常
然
で
あ
ら
-
.

室

滑

の
酒
専

茸

第
四
十
二
食

二
九

l

第

1班

二
九

l



董
滑

の
酒
書
責

第
四
十
二
馨

二
九
二

第

一
戟

二
九
二

O

D

O
O
O
O
O

頁

捌

人

の

手

数

料
は
各
直
域
に
於
け
る
交
通
の
便
否
等
に
よ
-
定
土
石
'

大
正
十

l
年
は
四
等
級
で
あ
っ
た
が

昭
和
三
年
以
降
六
等
級
と
L･{
り
定
債
の
三
分
三

分
五
寧

四
分
･
四
分
五
寧

五
分
･六
分
と
な
っ
て
ゐ
る
.

而
し

て
黄
捌
人
の
買
受
酒
類
に
封
す
る
代
価
は
四
ケ
月
延
納
据
保
制
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
'
宜
質
的
に
は
'
こ
れ

以
上
に
二
三
分
見
皆
の
利
益
が
加
は
る
帯
で
あ
る
｡

=
･
E
針
敵
中
ま

山
寧

∴
莞
托
.〃

T

f
計
と
L
Tu
r.で
ゐ
る
0
和
し
て
小
真
人
が
売
捌
人
よ
-
酒
瓶
空

貝
受
け
る

ノ
′L
.l
ヰ月Tlt朝
リ
.-･=
■
.メ.
･.セ
√ノ一."-
′し
ノ
/

の
は
現
金
を
桐
ふ
る
事
と
t･･b
つ
て
ゐ
る

C

O
C
O
O
O

最
後
に
料
押
屋
値
段
に
つ
い
て

1
言
す
る
｡
毒
潜
酒
類
草
月
令
第
六
促
に
よ
れ
ば

｢
酒
類
小
真
人
は
政
府
の
定

め
た
る
偵
格
を
以
て
す
る
に
非
ざ
れ
は
酒
類
を
消
費
者
に
販
頁
す
る
こ
と
を
得
す
｣
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
､
此
の

論
和
を
推
し
進
め
て
行
-
と
料
理
屋
の
酒
及
び
奔
酒
も
煙
草
同
様
に
定
債
で
責
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
と
な
る
.
然
し

料
甥
店
の
提
供
す
る
酒
は
単
な
る
商
品
と
し
て
'･J
な
-
設
備
サ
ー
ビ
ス
共
他
の
附
属
物
が
之
に
加
は
る
か
ら
'
例

外
的
に
之
を
扱
ひ
定
借
厳
守
を
適
用
な
い
事
に
し
て
ゐ
る
0
番
酒

山
壕
の
料
甥
屋
値
段
が
内
地
で
は
五
十
鏡
乃
至

六
十
銭
で
あ
る
に
封
し
毒
轡
で
は
八
十
銭
が
普
通
に
な
っ
て
ゐ
る
.
此
瓢
も
酒
室
員
に
関
連
し
注
意
す
べ
き
卦
で

あ
る
｡

第
四

我
国
内
地
の
酒
類
専
薫
の
展
望

酒
瓶
の
収
入
は
噸
和
十
年
度
に
於
て
二
億
周
を
突
破
し
我
が
閥
家
財
政
の
卦
要
財
派
を
な
し
て
ゐ
る
｡
赤
字
財

-.
･

･p選
一一一1
一
▲
■
t
t



政
克
服
の
封
策
と
し
て
酒
税
の
増
徴
又
は
改
正
が
第

7
に
考

へ
ら
れ
る
の
は
督
熱
で
あ
る
.
酒
稔
の
改
正
に
は
種

々

の
意
見
が
行
は
れ
'
飲
料
枕
鰻
系
又
は
酒
税
倍
系
を
作
る
と
云
ふ
鵜
本
論
も
あ
-
､

エ
キ
ス
課
税
'
酒
精
度
数

課
税
等
の
技
術
論
あ
-

'
庫
出
課
税
､
社
債
課
税
等
の
修
正
論
も
現
は
れ
て
ゐ
る
が
､
営
業
者
の
利
害
関
係
が
錯

灘
し
容
易
に
意
見
の

7
致
す
る
を
見
な
い
O
こ
の
ま
ゝ
で
推
移
す
れ
ば
'
兼
局
は
従
量
統
率
を
動
か
す
串
に
よ
っ

て
増
徴
を
は
か
る
と
云

ふ
の
が
落
ち
か
も
知
れ
な
い
o
苗
に
根
本
的
改
革
蓋
と
し
て
酒
類
の
室
員
を
断
行
せ
ん
と

の
考
が
出
て
凍
る
の
で
あ
る
0
酒
類
の
室
員
を
考

へ
る
と
な
る
と
､
手
近
に
あ
る
御
手
本
と
し
て
何
よ
-
皇
豊
潤

の
酒
尊
貴
を
引
き
令
ひ
に
出
さ
ぬ
ば
な
ら
な
い
｡

映
州し
基
礎
の
憤
聾
周
が
順
調
に
行
ば
れ
て
ゐ
る
-J
L
T
-
'
我
が
内
地
の
糟
埜
川見
が
好
都
合
に
運
ぶ
と
は
限
ら

な
い
の
で
あ
7Q
rJ
箔

山
に
義
郎
で
滑
梨
や
-
れ
N?
酒
数
の
坤
心
か
蒸
館
消
胡
製
柄
で
あ
る
に
反
し
i
内
地
で
は
専

ら
醸
造
酒
が
消
費
せ
ら
れ
る
｡
第
二
に
毒
潜
の
酒
類
尊
貴
が
創
め
ら
れ
た
時
に
酒
類
製
造
が
極
め
て
幼
稚
で
あ
っ

た
が
'
内
地
の
酒
造
業
は
相
昔
に
費
達
し
或
意
味
に
於
て
は
飽
和
瓢
に
達
し
て
ゐ
る
｡
第
三
に
量
轡
の
酒
類
消
費

高
は
約
三
十
三
甫
靖
で
あ
る
に
反
し
'
内
地
の
そ
れ
は
三
十
倍
の
九
百
八
十
寓
靖
で
あ
る
｡
専
賓
創
業
昔
時
に
毒

滑
の
酒
類
製
造
業
者
が
二
百
五
十
名
で
あ
-
小
貴
人
が
九
千
人
近
-
で
あ
つ
た
の
に
封
し
､
現
在
内
地
の
.酒
造
家

は
八
千
八
百
人
に
上
-
小
責
人
は
六
大
都
市
だ
け
で
も
二
常
人
を
超
え
て
ゐ
る
0
か
-
の
如
-
毒
潜
に
於
け
る
酒

類
の
製
造
､
販
責
消
費
が
内
地
と
全
-
異
っ
て
ゐ
る

に
加

へ
て
'
第
四
に
赤
字
公
債
が
牌
に
飽
和
鮎
に
達
せ
ん
と

し
て
ゐ
る
我
国
財
政
の
現
状
を
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
.

勿
論
'
尊
貴
創
業
の
為
功
に
よ
且
父
付
公
債
は
赤
字
公
噂
は

葦

滑

の
酒
専
茸

第
四
十
二
番

二
九
三

第

一騎

二
九

三



萎

確

の
L酒
等

茸

第
四
十
二
審

二
九

凹

第

l
就

二
九
凹

ど
に
は
財
界
を
腰
迫
す
る
事
は
窺
い
に
し
て
も
､
赤
字
公
債
の
消
化
力
を
妨
げ
る
事
は
否
定
し
難
い
｡

か
-
し
て

内
地
の
酒
仙望
月
に
は
毒
麿
で
経
戯
し
な
か
つ
L]幾
多
の
難
問
題
が
控
え
て
ゐ
る
｡

酒
類
各
鰹
の
完
全
室
員
を
直
ち
に
宜
行
す
る
事
は
現
在
の
所
で
は
困
難
か
も
知
れ
な
い
O
共
の
結
果
と
し
て
､

先
づ
番
酒
の
輔
頁
か
ら
塘
助
基
地
の
酒
粕
i=J
譲
葉
に
及

fj
点
磯
に
清
酒
の
事
巽
にこ
-
つ
ら
八
と
す
る
考
も
起
る
G

又
固
定
資
本
を
必
要
と
す
る
完
蚤
専
裏
を
行
は
な
い
ま
で
も
ー
進
輯
資
本
の
み
を
調
達
し
て
販
賓
客
京
よ
-
出
費

せ
ん
と
の
意
見
も
あ
る
.
何
れ
に
し
て
も
酒
類
の
垂
貫
に
は
幾
多
の
準
備
工
作
を
必
要
と
す
る
.
創
業
の
際
に
於

け
け
る
禁
業
交
付
金
と
徴
収
補
償
金
と
の
算
定
､
元
責
捌
人
と
小
貴
人
と
の
指
定
'
酒
倍
の
決
定
等
の
問
題
は
其

の
最
も
重
要
な
る
も
の
で
あ
る
｡

此
等
の
準
備
工
作
を
行
ふ
に
常
っ
て
は
基
層
の
酒
宴
男
を
反
省
す
る

必
要
が

あ
る
.
我
国
内
地
の
酒
聾
男
の
前
途
の
参
考
に
供
す
る
意
味
に
於
て
'
茎
轡
の
酒
聾
只
の
過
去
及
び
現
況
を
研
究

し
た
の
で
あ
る
O

基
衡
絶
督
府
の
書
茸
局
の
赤
城
課
長
､
紙
谷
技
師
､
小
殻
技
師
､
内
藤
技
師
'
財
務
局
の
江
藤
税
務
課
長
'
髄
見
事
務
官
其
他
諸
氏
の
好
事
sJ謝
す
O


